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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　商品情報を解析する方法であって、
　ユーザによって入力された商品情報を受信し、
　前記商品情報から１または複数の特性属性に対応する値を取得することを少なくとも含
む、前記商品情報の解析を実行し、１または複数の特性属性に対応する前記値は、前記商
品情報が乱雑であるか否かを判定するために用いられ、
　１または複数の特性属性に対応する前記取得された値に少なくとも部分的に基づいて、
前記商品情報に関連する乱雑さの信頼水準を決定し、
　前記商品情報に関連する前記乱雑さの信頼水準が、事前設定された閾値を超えるか否か
を判定し、前記乱雑さの信頼水準が前記事前設定された閾値を超えた場合には、前記商品
情報の公開を停止する旨の示唆を送信し、前記乱雑さの信頼水準が前記事前設定された閾
値を超えていない場合には、前記商品情報の公開を停止する旨の示唆を送信しない、こと
、
を備える、方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、前記商品情報は、電子商取引ウェブサイトに関連して
受信される、方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法であって、前記商品情報は、商品タイトル、商品説明情報、商品
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紹介情報、商品レビュー、および、商品の製品仕様の内の１または複数を含む、方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法であって、１または複数の特性属性に対応する前記取得された値
に少なくとも部分的に基づいて、前記商品情報に関連する乱雑さの信頼水準を決定するこ
とは、
　１または複数の特性属性に対応する前記取得された値を条件付き確率モデルに入力し、
　１または複数の特性属性に対応する前記取得された値と、前記条件付き確率モデルとを
少なくとも用いて、前記商品情報が乱雑である可能性に関連する事後確率を計算すること
、
を含み、
　前記乱雑さの信頼水準は、前記事後確率を含む、方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法であって、前記１または複数の特性属性は、少なくとも１つの形
態的特性属性を含む、方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の方法であって、前記少なくとも１つの形態的特性属性は、
　前記商品情報に含まれるコンマの数、前記商品情報の文の長さ、前記商品情報内の総単
語数に対する反復単語の除去後の前記商品情報に含まれる単語数の比、前記商品情報にお
ける最頻出単語の出現回数、事前設定されたルールに基づいて前記商品情報がセグメント
に分割された後に各セグメント内の特定の位置にある単語で構成されたセット内の総単語
数に対する反復単語の除去後の単語数の比、事前設定されたルールに基づいて前記商品情
報がセグメントに分割された後の各セグメント長の分散、の内の１または複数を含む、方
法。
【請求項７】
　請求項１に記載の方法であって、前記１または複数の特性属性は、少なくとも１つの構
文的特性属性を含む、方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の方法であって、前記少なくとも１つの構文的特性属性は、
　前記商品情報内の単語に対応する品詞の総数に対する反復品詞の除去後の前記商品情報
に含まれる単語に対応する品詞の数の比、名詞の総単語数に対する反復単語を除去した後
の前記商品情報内の名詞の単語数の比、最頻出品詞の出現回数、事前設定されたルールに
基づいて前記商品情報がセグメントに分割された後に各セグメント内の特定の位置にある
単語に対応する品詞で構成されたセット内の総品詞数に対する、反復品詞を除去した後の
品詞数の比、の内の１または複数を含む、方法。
【請求項９】
　請求項６に記載の方法であって、さらに、事前設定されたルールに基づいて前記商品情
報をセグメントに分割することを備え、前記ルールは、
　前記商品情報内のコンマの位置に基づいて前記商品情報を分割して、前記商品情報に含
まれる単語のサブセットを含む１または複数のセグメントを形成すること、
　および／または、
　前記商品情報における最頻出単語の位置に基づいて前記商品情報を分割して、１または
複数のセグメントを形成することを含む、方法。
【請求項１０】
　請求項８に記載の方法であって、さらに、事前設定されたルールに基づいて前記商品情
報をセグメントに分割することを備え、前記ルールは、
　前記商品情報内のコンマの位置に基づいて前記商品情報を分割して、前記商品情報に含
まれる単語のサブセットを含む１または複数のセグメントを形成すること、
　および／または、
　前記商品情報における最頻出単語の位置に基づいて前記商品情報を分割して、１または
複数のセグメントを形成することを含む、方法。
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【請求項１１】
　請求項１に記載の方法であって、前記乱雑さの信頼水準が前記事前設定された閾値を超
えた場合に、前記商品情報が乱雑な商品情報を含むと判定することを備える、方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の方法であって、前記乱雑さの信頼水準が前記事前設定された閾値を
超えた場合に、
　前記商品情報に関連する乱雑さを引き起こした可能性のある前記商品情報のキーワード
を決定し、
　前記ユーザによってアクセス可能なインターフェース要素を介して前記キーワードに関
する示唆を提示すること、
をさらに備える、方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の方法であって、さらに、前記インターフェース要素を介して前記商
品情報への修正を入力することを前記ユーザに促すことを備える、方法。
【請求項１４】
　商品情報を解析するためのシステムであって、
　プロセッサであって、
　　ユーザによって入力された商品情報を受信し、
　　前記商品情報から１または複数の特性属性に対応する値を取得することを少なくとも
含む、前記商品情報の解析を実行し、１または複数の特性属性に対応する前記値は、前記
商品情報が乱雑であるか否かを判定するために用いられ、
　　１または複数の特性属性に対応する前記取得された値に少なくとも部分的に基づいて
、前記商品情報に関連する乱雑さの信頼水準を決定し、
　　前記商品情報に関連する前記乱雑さの信頼水準が、事前設定された閾値を超えるか否
かを判定し、前記乱雑さの信頼水準が前記事前設定された閾値を超えた場合には、前記商
品情報の公開を停止する旨の示唆を送信し、前記乱雑さの信頼水準が前記事前設定された
閾値を超えていない場合には、前記商品情報の公開を停止する旨の示唆を送信しないよう
に構成されているプロセッサと、
　前記プロセッサに接続され、前記プロセッサに命令を提供するよう構成されているメモ
リと、
を備える、システム。
【請求項１５】
　請求項１４に記載のシステムであって、前記商品情報は、電子商取引ウェブサイトに関
連して受信される、システム。
【請求項１６】
　請求項１４に記載のシステムであって、前記商品情報は、商品タイトル、商品説明情報
、商品紹介情報、商品レビュー、および、商品の製品仕様の内の１または複数を含む、シ
ステム。
【請求項１７】
　請求項１４に記載のシステムであって、１または複数の特性属性に対応する前記取得さ
れた値に少なくとも部分的に基づいて、前記商品情報に関連する乱雑さの信頼水準を決定
するように構成されている前記プロセッサは、
　１または複数の特性属性に対応する前記取得された値を条件付き確率モデルに入力し、
　１または複数の特性属性に対応する前記取得された値と、前記条件付き確率モデルとを
少なくとも用いて、前記商品情報が乱雑である可能性に関連する事後確率を計算するよう
に構成されているプロセッサを含み、
　前記乱雑さの信頼水準は、前記事後確率を含む、システム。
【請求項１８】
　請求項１４に記載のシステムであって、前記１または複数の特性属性は、少なくとも１
つの形態的特性属性を含む、システム。
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【請求項１９】
　請求項１４に記載のシステムであって、前記１または複数の特性属性は、少なくとも１
つの構文的特性属性を含む、システム。
【請求項２０】
　請求項１４に記載のシステムであって、前記乱雑さの信頼水準が前記事前設定された閾
値を超えた場合に、前記プロセッサは、前記商品情報が乱雑な商品情報を含むと判定する
ように構成されている、システム。
【請求項２１】
　請求項２０に記載のシステムであって、前記乱雑さの信頼水準が前記事前設定された閾
値を超えた場合に、前記プロセッサは、さらに、
　前記商品情報に関連する乱雑さを引き起こした可能性のある前記商品情報のキーワード
を決定し、
　前記ユーザによってアクセス可能なインターフェース要素を介して前記キーワードに関
する示唆を提示するように構成されている、システム。
【請求項２２】
　請求項２１に記載のシステムであって、前記プロセッサは、さらに、前記インターフェ
ース要素を介して前記商品情報への修正を入力することを前記ユーザに促すように構成さ
れている、システム。
【請求項２３】
　商品情報を解析するためのコンピュータプログラムであって、
　ユーザによって入力された商品情報を受信するための機能と、
　前記商品情報から１または複数の特性属性に対応する値を取得することを少なくとも含
む、前記商品情報の解析を実行するための機能と、１または複数の特性属性に対応する前
記値は、前記商品情報が乱雑であるか否かを判定するために用いられ、
　１または複数の特性属性に対応する前記取得された値に少なくとも部分的に基づいて、
前記商品情報に関連する乱雑さの信頼水準を決定するための機能と、
　前記商品情報に関連する前記乱雑さの信頼水準が、事前設定された閾値を超えるか否か
を判定するための機能と、前記乱雑さの信頼水準が前記事前設定された閾値を超えた場合
に、前記商品情報の公開を停止する旨の示唆を送信し、前記乱雑さの信頼水準が前記事前
設定された閾値を超えていない場合に、前記商品情報の公開を停止する旨の示唆を送信し
ない機能と、
をコンピュータによって実現させる、コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［他の出願の相互参照］
　本願は、すべての目的のために参照により本明細書に組み込まれる、２０１０年５月２
７日出願の発明の名称を「Ａ　ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＤＥＶＩＣＥ　ＦＯＲ　ＰＵＢＬ
ＩＳＨＩＮＧ　ＭＥＲＣＨＡＮＤＩＳＥ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ（商品情報を公開する
ための方法および装置）」とする中国特許出願第２０１０１０１８７４４５．７号に基づ
く優先権を主張する。当該出願は、
【０００２】
　本願は、オンラインウェブサイト技術に関し、特に、商品情報を公開する技術に関する
。
【背景技術】
【０００３】
　電子商取引の分野において、商品の説明情報（例えば、商品タイトル）は、その製品に
関する重要情報を含む。例えば、図１の例に見られるように、表示された商品のタイトル
は、「＆Ｎｅｗ　ａｒｒｉｖｅｄ＆Ｆａｓｈｉｏｎ　ｗｉｎｄ　ｃｏａｔ，ｌａｄｉｅｓ
’　ｃｏａｔ，ｆａｓｈｉｏｎ　ｃｏａｔ，ｗｏｍｅｎ’ｓ　ｗｉｎｄ　ｃｏａｔ（Ｗｈ
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ｏｌｅｓａｌｅ　ｐｒｉｃｅ＋Ｄｏ　ｄｒｏｐｓｈｉｐ）」である。この例において、商
品タイトルは、女性用ウィンドコートとしてユーザに商品を正確に提示できる。しかしな
がら、この商品タイトルは、冗長な情報を含んでおり、単語の使い方が「乱雑」である。
例えば、「Ｆａｓｈｉｏｎ　ｗｉｎｄ　ｃｏａｔ」、「ｆａｓｈｉｏｎ　ｃｏａｔ」、「
ｌａｄｉｅｓ’　ｃｏａｔ」、および、「ｗｏｍｅｎ’ｓ　ｗｉｎｄ　ｃｏａｔ」という
単語は、少なくとも部分的に意味が重複している。これらの意味の重複および単語利用の
冗長性は、ウェブサイトでの商品情報の簡潔さ、そして、正確さまで損ないうる。さらに
、例えば、ユーザによるウェブサイトでの商品情報の検索に応答して、ユーザに対して冗
長および／または乱雑な商品情報を表示すると、検索処理の効率が低下しうる。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
　以下の詳細な説明と添付の図面において、本発明の様々な実施形態を開示する。
【０００５】
【図１】ウェブページでの商品情報の表示の一例を示す図。
【０００６】
【図２】商品情報を解析するためのシステムの一実施形態を示す図。
【０００７】
【図３】商品情報解析サーバの一実施形態を示す図。
【０００８】
【図４】乱雑さ分類器の一実施形態を示す図。
【０００９】
【図５】商品情報を解析するための処理の一実施形態を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明は、処理、装置、システム、物質の組成、コンピュータ読み取り可能な格納媒体
上に具現化されたコンピュータプログラム製品、および／または、プロセッサ（プロセッ
サに接続されたメモリに格納および／またはそのメモリによって提供される命令を実行す
るよう構成されたプロセッサ）を含め、様々な形態で実装されうる。本明細書では、これ
らの実装または本発明が取りうる任意の他の形態を、技術と呼ぶ。一般に、開示された処
理の工程の順序は、本発明の範囲内で変更されてもよい。特に言及しない限り、タスクを
実行するよう構成されるものとして記載されたプロセッサまたはメモリなどの構成要素は
、ある時間にタスクを実行するよう一時的に構成された一般的な構成要素として、または
、タスクを実行するよう製造された特定の構成要素として実装されてよい。本明細書では
、「プロセッサ」という用語は、１または複数のデバイス、回路、および／または、コン
ピュータプログラム命令などのデータを処理するよう構成された処理コアを指すものとす
る。
【００１１】
　以下では、本発明の原理を示す図面を参照しつつ、本発明の１または複数の実施形態の
詳細な説明を行う。本発明は、かかる実施形態に関連して説明されているが、どの実施形
態にも限定されない。本発明の範囲は、特許請求の範囲によってのみ限定されるものであ
り、多くの代替物、変形物、および、等価物を含む。以下の説明では、本発明の完全な理
解を提供するために、多くの具体的な詳細事項が記載されている。これらの詳細事項は、
例示を目的としたものであり、本発明は、これらの具体的な詳細事項の一部または全てが
なくとも特許請求の範囲に従って実施可能である。簡単のために、本発明に関連する技術
分野で周知の技術事項については、本発明が必要以上にわかりにくくならないように、詳
細には説明していない。
【００１２】
　商品情報の乱雑さの解析が開示されている。いくつかの実施形態において、ユーザによ
って入力された商品情報が受信される。いくつかの実施形態において、１または複数の特
性属性に対応する値が商品情報から取得され、１または複数の特性属性に対応する値は、
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商品情報が乱雑であるか否かを判定するために用いられる。いくつかの実施形態において
、商品情報に関連する乱雑さの信頼水準が、１または複数の特性属性に対応する取得され
た値の最大エントロピ原理に少なくとも部分的に基づいて決定される。いくつかの実施形
態において、最大エントロピ原理は、入力された商品情報に関連する特性属性の値の関数
に基づいて乱雑さの信頼水準を決定する式である。いくつかの実施形態において、乱雑さ
の信頼水準が、事前設定された閾値を超えるか否かが判定される。事前設定された閾値を
超える場合、商品情報の公開を停止する旨の示唆が送信される。事前設定された閾値を超
えない場合、商品情報の公開を停止する旨の示唆は送信されない。いくつかの実施形態に
おいて、信頼水準が、事前設定された閾値を超える場合、商品情報は乱雑であるとみなさ
れ、それに応じてイベントがトリガされる（例えば、商品情報の公開を停止する旨の示唆
の送信）。
【００１３】
　いくつかの実施形態において、「乱雑さ」の概念は、同じ製品の「羅列」および異なる
製品の「積み重ね」の概念によって説明することができる。本明細書で用いられているよ
うに、同じ製品の「羅列」とは、特定の製品の商品情報内に、互いに冗長であるかまたは
実質的に同じ意味を表す単語が存在するという概念を指す。同じ製品の「羅列」の一例は
、特定の製品の商品タイトル内で、多くの用語またはフレーズが互いに同義であるか、も
しくは、特定のキーワードがタイトル内に数回出現することである（例えば、「coat（コ
ート）」、「jacket（ジャケット）」、「ｏuterwear（アウターウェア）」、「red（赤
）」、および、２回目の「ｃｏａｔ」を含む商品タイトル）。本明細書で用いられている
ように、異なる製品の「積み重ね」とは、商品情報内に、複数の異なる製品の商品名が含
まれるという概念を指す。異なる製品の「積み重ね」の一例は、異なる製品を指す様々な
キーワードを含む商品タイトルである（例えば、「mp3 player」、「mp4 player」、「ip
od」、および、「walkman」というキーワードを含む商品タイトル）。本明細書で用いら
れているように、「乱雑さ」の程度とは、商品情報が「羅列」および／または「積み重ね
」られている程度である。様々な実施形態において、乱雑である商品情報は、電子商取引
ウェブサイトなどのウェブサイトで公開されることが望ましくない（例えば、閲覧者を誤
解させる可能性がある不必要な情報を含みうるため）。
【００１４】
　いくつかの実施形態において、商品タイトルに加えて、商品情報は、１または複数の他
のコンテンツを含みうる。例えば、商品説明情報、商品紹介情報、商品レビュー、商品の
製品仕様。商品情報は、上記のもののみに限定されない。
【００１５】
　図２は、商品情報を解析するためのシステムの一実施形態を示す図である。システム２
００は、デバイス２０２、ネットワーク２０４、および、商品情報解析サーバ２０６を備
える。ネットワーク２０４は、様々な高速データネットワークおよび／または遠隔通信ネ
ットワークを含む。いくつかの実施形態において、デバイス２０２は、ネットワーク２０
４を介して商品情報解析サーバ２０６と通信する。
【００１６】
　デバイス２０２はラップトップとして図示されているが、デバイス２０２の例としては
、デスクトップコンピュータ、スマートフォン、携帯デバイス、または、タブレットデバ
イスが挙げられる。デバイス２０２は、ウェブブラウザ（例えば、マイクロソフトインタ
ーネットエクスプローラまたはグーグルクローム）を実行することができる。例えば、ユ
ーザは、ウェブブラウザを介して電子商取引ウェブサイト（例えば、www.alibaba.com）
にアクセスするためにデバイス２０２を用いることができる。ウェブサイトは、ウェブサ
イト上で製品を宣伝したいユーザがウェブインターフェースを介して情報を送信できるよ
うに対話型インターフェースを備えうる。
【００１７】
　商品情報解析サーバ２０６は、ユーザが送信した情報（例えば、商品情報）を受信し、
情報が乱雑か否かを判定する。いくつかの実施形態において、商品情報解析サーバ２０６
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は、商品情報に関連する信頼水準を決定する。いくつかの実施形態において、信頼水準が
、事前設定された閾値に達するかまたは超える場合、商品情報は乱雑であるとみなされる
。しかし、信頼水準が、事前設定された閾値に達しないかまたは超えない場合、商品情報
は乱雑でないとみなさる。いくつかの実施形態において、商品情報が乱雑であると見なさ
れた場合、情報解析サーバ２０６は、（例えば、関連ウェブサイトでの）商品情報の公開
を停止する、および／または、関連する示唆をユーザに対して表示する。いくつかの実施
形態において、商品情報が乱雑であると判定された場合、ウェブサイト情報解析サーバ２
０６は、商品情報の修正をユーザに促す。
【００１８】
　図３は、商品情報解析サーバの一実施形態を示す図である。いくつかの実施形態におい
て、図２の商品情報解析サーバ２０６は、少なくとも部分的に図３の例を用いて実装でき
る。図３に示すように、商品情報解析サーバ２０６は、通信要素１０、解析要素１１、第
１の解析要素１２、および、第２の解析要素１３を備える。様々な実施形態において、商
品情報解析サーバ２０６は、ウェブサイト（例えば、電子商取引ウェブサイトなど）をサ
ポートするサーバと関連して（例えば、組み合わせて、構成要素として、または、通信す
るように）実装される。
【００１９】
　上述の要素は、１または複数の汎用プロセッサ上で実行されるソフトウェアコンポーネ
ントとして、特定の機能を実行するよう設計されたプログラム可能論理デバイスおよび／
または特定用途向け集積回路などのハードウェアとして、もしくは、それらの組み合わせ
として実装することができる。いくつかの実施形態において、要素は、コンピュータデバ
イス（パーソナルコンピュータ、サーバ、ネットワーク装置など）に本発明の実施形態に
記載された方法を実行させるための複数の命令など、不揮発性記憶媒体（光学ディスク、
フラッシュ記憶装置、携帯用ハードディスクなど）に格納することができるソフトウェア
製品の形態で具現化されてよい。要素は、単一のデバイス上に実装されてもよいし、複数
のデバイスにわたって分散されてもよい。要素の機能は、互いに統合されてもよいし、複
数のサブ要素にさらに分割されてもよい。
【００２０】
　通信要素１０は、ユーザによって入力された商品情報を受信する。いくつかの実施形態
において、通信要素１０は、ユーザが情報を閲覧するおよび／または相互作用することを
可能にする対話型インターフェース（例えば、電子商取引ウェブサイトのウェブページに
あるもの）をサポートする。
【００２１】
　解析要素１１は、商品情報を解析し、商品情報の特性属性値を取得する。いくつかの実
施形態において、特性属性は、商品情報に含まれる単語の乱雑さを決定するために用いら
れる。
【００２２】
　計算要素１２は、特性属性の値および最大エントロピ原理に基づいて、商品情報が乱雑
な情報である信頼水準を計算する。乱雑さの信頼水準とは、どれだけの可能性で商品情報
が乱雑な情報であるのかを意味する。
【００２３】
　いくつかの実施形態では、図３の例に示すように、計算要素１２は、さらに、第１の計
算サブ要素１２０および第２の計算サブ要素１２１を備えうる。
【００２４】
　第１の計算サブ要素１２０は、最大エントロピ原理に基づいた条件付き確率モデルのた
めの入力情報として特性属性の値を取得するために用いられる。
【００２５】
　第２の計算サブ要素１２１は、条件付き確率モデルを用いて、商品情報が乱雑な情報で
ある事後確率を入力情報で計算し、事後確率を、商品情報が乱雑な情報である信頼水準と
するよう構成される。いくつかの実施形態において、ランダムな事象の事後確率は、関連
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する証拠を考慮した後にランダムな事象に割り当てられる条件付き確率であると説明でき
る。
【００２６】
　実行要素１３は、信頼水準が、事前設定された閾値に達した、または、超えたと判定さ
れた時に、商品情報の公開を停止するよう構成される。
【００２７】
　いくつかの実施形態において、任意選択的に、戦略要素１４が商品情報解析サーバ２０
６に備えられる。戦略要素１４は、商品情報が乱雑であると判定された場合（例えば、関
連する信頼水準が、事前設定された閾値に達したかまたは超えた場合）に、商品情報に含
まれる単語の乱雑さを引き起こしていると思われる少なくとも１つのキーワードを決定す
る。いくつかの実施形態において、１つのかかるキーワードは、商品情報内に最も頻繁に
現れる単語である。いくつかの実施形態において、戦略要素１４は、特定したキーワード
を通信要素１０を介してユーザに送信し、最初に送信された商品情報を修正するようユー
ザに促す。いくつかの実施形態において、戦略要素１４は、さらに、商品情報のための任
意選択的な修正オプションを含む。
【００２８】
　いくつかの実施形態において、商品情報解析サーバ２０６は、機械学習に基づいた乱雑
さ特定方法を採用するよう構成される。商品情報解析サーバ２０６は、ユーザが公開に向
けて（例えば、電子商取引ウェブサイトで製品の提供に関連するウェブページに）送信す
る商品情報をテストするために、乱雑さ特定方法を用いる。公開に向けてユーザが送信し
た商品情報が乱雑さを含むと見なされた場合（例えば、商品情報に含まれる単語の乱雑さ
の信頼水準が、事前設定された閾値に達するかまたは超えると判定された場合）、商品情
報の公開は停止される。いくつかの実施形態において、商品情報の公開が停止された場合
、このイベントの示唆がユーザに（例えば、通信要素１０によってサポートされるディス
プレイを介して）送信される。
【００２９】
　いくつかの実施形態において、信頼水準は、最大エントロピ原理に基づいた条件付き確
率モデルを用いて計算される。ユーザが送信した商品情報に含まれる１または複数の単語
の信頼水準を計算するために用いられる式の一例は、以下の通りである。
【数１】

【００３０】
　ここで、ｙ∈｛タイトルが乱雑である、タイトルが乱雑でない｝は、ｙが２つの値「タ
イトルが乱雑である」および「タイトルが乱雑でない」を持ちうることを示す。どちらの
値（「タイトルが乱雑である」または「タイトルが乱雑でない」）をｙに割り当てるかに
ついての決定は、事前設定されたパラメータに基づく。例えば、ｙの値が「タイトルが乱
雑である」である場合、計算されたｐ（ｙ｜ｘ）は、タイトルが乱雑な情報を含む事後確
率（すなわち、信頼水準）であり、ｘは商品情報の特性属性である。いくつかの実施形態
において、各特性属性に関連したｙの値は、その特性属性の値に従う。ｆjは、最大エン
トロピモデルに基づく各特性属性の特性値である。λjは、現行の商品情報の特性属性ｊ
に対応する加重である。いくつかの実施形態において、λjは事前に設定されうる（例え
ば、経験的な値に基づいて）。ｚ（ｘ）は、正規化因子であり、事前に設定することもで
きる（例えば、経験的な値に基づいて）。
【００３１】
　いくつかの実施形態において、商品情報解析によって用いられる機械学習モデルは、条
件付き確率モデルを確立するための線形回帰モデルであってよい。いくつかの実施形態に
おいて、商品情報解析によって用いられる機械学習モデルは、サポートベクターマシンモ
デルであってもよく、そのモデルは条件付き確率モデルではないが、それによって計算さ
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れた比は信頼水準として用いることができる。
【００３２】
　いくつかの実施形態において、上述の式１などの式を用いることによって、商品情報乱
雑さ分類器が構築される。商品情報乱雑さ分類器の入力は商品情報を含み、分類器の出力
は分類結果を含む。いくつかの実施形態において、分類結果の出力は、信頼水準の値であ
り、信頼水準の値が、事前設定された閾値より大きい場合、入力された商品情報は乱雑で
あると見なされると判定されるが、信頼水準が、事前設定された閾値より小さい場合、入
力された商品情報は乱雑でないと判定される。
【００３３】
　図４は、乱雑さ分類器の一実施形態を示す図である。図４の例に示すように、商品情報
４０２は、乱雑さ分類器４０４に入力され、乱雑さ分類器４０４は、以下の２つの可能な
分類結果の一方を出力する。クラス１、信頼水準１、または、クラス２、信頼水準２。い
くつかの実施形態において、図４の出力領域に示すように、「タイトルが乱雑である」と
いう分類結果をクラス１と呼び、「タイトルが乱雑でない」という分類結果をクラス２と
呼ぶことができる。
【００３４】
　いくつかの実施形態において、機械学習ベースの乱雑さ特定方法が用いられる場合、商
品情報から取得された特性属性は、形態的特性属性および／または構文的特性属性に分け
られる。これら２つの種類の特性属性（形態的または構文的）については、解析された商
品情報の商品タイトルの例において以下で説明する。以下の例では、商品情報（例えば、
商品タイトル）は、最初に形態的特性属性について、２番目に構文的特性属性について解
析されるが、いくつかの実施形態において、商品情報は、形態的特性属性の前に構文的特
性属性について解析されてもよいし、同時に解析されてもよい。
【００３５】
　最初に、形態的特性属性が商品タイトルから取得される。形態的特性属性に対応する値
の例は、以下に挙げる値の内の１または複数を含みうるが、それらに限定されない。
【００３６】
１．商品タイトルに含まれるコンマの数
【００３７】
　商品タイトルに含まれるコンマの数は、商品タイトルに含まれる単語が乱雑である（結
果として、商品タイトルが乱雑である）可能性を、ある程度反映しうると考えられる。一
般に、商品タイトル内のコンマの数が多いほど、商品タイトルに含まれる単語が乱雑であ
る可能性が高くなる。
【００３８】
　例えば、「#24 Baseball Jersey, Baseball Jerseys, Jerseys, Sports Jerseys, Spor
t Jersey, Jersey, 24# Baseball Jersey」という商品タイトルには、６つのコンマがあ
る。
【００３９】
２．商品タイトルの文の長さ（例えば、単語数＋コンマ数）
【００４０】
　一般に、乱雑な商品タイトルは、より冗長な情報を含んでいるため、商品タイトルの文
長が長いほど、商品タイトルの単語が乱雑である可能性が高くなる。
【００４１】
　例えば、商品タイトル「100% Original Asus P6T7 WS SuperComputer Motherboard, AS
US Motherboard, Computer Motherboard, Computer Mainboard, Motherboard」の文長は
、１８である。
【００４２】
３．商品タイトル内の総単語数に対する、反復単語を除去した後に商品タイトルに含まれ
る単語数の比
【００４３】
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　一般に、語幹抽出を受けた商品タイトルについて、商品タイトル内の総単語数に対する
、反復単語を除去した後の単語数の比が小さくなるほど、タイトルが乱雑である可能性が
高くなる。「語幹抽出」の意味するところは、英単語からの接尾辞の除去および語幹の保
持である。語幹抽出の一例は、複数形に関連するすべての接尾辞の除去である（例えば、
「laptops」から「s」を除去）。しかしながら、商品タイトルが中国語である時、「語幹
抽出」工程は省略される。
【００４４】
　例えば、商品タイトル「100% Original Asus P6T7 WS SuperComputer Motherboard, AS
US Motherboard, Computer Motherboard, Computer Mainboard, Motherboard」が、接尾
辞「ｅｒ」の除去を含む語幹抽出を受けた後、対応する単語列は、「100% Origin Asus P
6T7 WS SuperComput Motherboard ASUS Motherboard Comput Motherboard Comput Mainbo
ard Motherboard」（１４単語）になる。反復する単語が除去された後、文は「100% Orig
in Asus P6T7 WS SuperComput Motherboard Comput Mainboard」（９単語）となる。した
がって、この例では、反復単語を除去した後の商品タイトル内の単語数の総単語数に対す
る比は、９／１４である。
【００４５】
４．商品タイトル内の最頻出単語の出現回数
【００４６】
　一般に、或る単語が商品タイトル内に出現する頻度が高くなるほど、商品タイトルが乱
雑になる可能性が高くなる。いくつかの実施形態では、最頻出単語が、商品情報の乱雑さ
の主な原因になる単語であると見なされる。
【００４７】
　例えば、商品タイトル「09 branded handbag, designer handbag, new style handbag,
 fashion handbag, ladies≡ handbag, elegant handbag」が語幹抽出を受けた後、最も
出現頻度の高い単語は、「handbag」であり、６回出現している。この例において、この
商品タイトルは、単語「handbag」に関して乱雑であると決定される。
【００４８】
５．事前設定されたルールに基づいて商品タイトルがセグメント（セグメントとは、元の
商品タイトルのすべての単語／句のサブセットを指す）に分割された後に各セグメント内
の特定の位置にある単語で構成されたセット内の総単語数に対する、反復する単語を除去
した後の単語数の比
【００４９】
　一般に、上述の事前設定されたルールは、以下を含むがそれらに限定されない。商品タ
イトル中のコンマの位置に基づいて商品タイトルをセグメントに分割する、および／また
は、商品タイトルにおける最頻出単語の位置に基づいて商品タイトルをセグメントに分割
する。上述の２つの方法は、単に例示であって、商品タイトルを分割する他の方法を除外
するものではない。
【００５０】
　ａ）セグメント化の形態としてコンマに基づく分割の一例を用いると、商品タイトルが
、タイトルに含まれるコンマの位置に基づいてセグメントに分割された後、各セグメント
内の最後の単語／句（例えば、分割が行われた商品タイトル内の位置の直前の単語／句）
が、セットの要素として指定される。かかるセットにおいて、（反復単語を含む）セット
内の総単語数に対する、セットから反復単語を除去した後の単語数の比が小さいほど、商
品タイトルに含まれる単語が乱雑である可能性が高くなる。
【００５１】
　例えば、商品タイトル「Paypal-Fashion sunglasses, ED sunglasses,CA sunglasses, 
Brand name sunglasses, designer sunglasses」について、単語が語幹抽出を受けて、タ
イトルがコンマに基づいて分割された後、結果として得られるセグメントのセットは、｛
“Paypal-Fashion sunglass”,“ED sunglass”,“CA sunglass”,“Brand nam sunglass
”,“design sunglass”｝であり、各セグメントの最後の単語のセットは、｛“sunglass
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”,“sunglass”,“sunglass”,“sunglass”,“sunglass”｝である。反復する単語を除
去した後、セットに残る唯一の単語は、｛“sunglass”｝である。したがって、各セグメ
ント内の最後の単語で構成された単語のセットにおいて、セット内の総単語数に対する、
反復単語を除去した後の単語数の比は、１／５である。
【００５２】
　ｂ）セグメント化の形態としてコンマに基づく分割の別の例を用いると、商品タイトル
が、タイトルに含まれるコンマの位置に基づいて特定の数のセグメントに分割された後、
各セグメントの最後の２つの単語／句（例えば、分割が行われた商品タイトル内の位置の
直前の最後の２つの単語／句）が、セットの要素として指定される。（反復単語を含む）
セット内のバイグラム（各セグメント内の最後の２つの単語からなる単語）の総数に対す
る、反復単語を除去した後のバイグラムの数の比が小さいほど、商品タイトルに含まれる
単語が乱雑である可能性が高くなる。
【００５３】
　例えば、商品タイトル「Degree name card holder, business card holder, name card
 case, business card case, card holder credit card holder」が語幹抽出とコンマに
基づく分割を受けた後、結果として得られるセグメントのセットは、｛“Degree nam car
d hold”,“busi card hold”,“nam card cas”,“busi card cas”,“card hold”,“c
redit card hold”｝である。各セグメントの最後の２つの単語／句からなるセットは、
｛“card hold”,“card hold”,“card cas”,“card cas”,“card hold”,“card hol
d”｝である。反復単語を除去した後のセットは、｛“card hold”,“card cas”｝であ
る。したがって、反復単語を除去した後のバイグラムの全バイグラムに対する比は、１／
３である。
【００５４】
　ｃ）最頻出単語に基づいて商品タイトルをセグメントに分割する一例を用いると、商品
タイトルが、タイトル内に含まれる最頻出単語に基づいてセグメントに分割された後、各
セグメントの最後の単語／句が、セットの要素として指定される。一般に、（反復単語を
含む）セット内の総単語数に対する、反復単語を除去した後の単語数の比が小さいほど、
タイトルに含まれる単語が乱雑である可能性が高くなる。
【００５５】
　例えば、商品タイトルが、「New style Brand tshirt Polo tshirt Fashion tshirt me
ns Top quality tshirt Paypal」であるとする。商品タイトルは、語幹抽出された後、「
New styl Brand tshirt Polo tshirt Fashion tshirt men Top qualiti tshirt Payp」と
なり、最頻出単語は「tshirt」である。文は、「tshirt」を区切り記号として用いて分割
される。したがって、結果として得られるセグメントセットは、｛“New styl Brand tsh
irt”,“Polo tshirt”,“Fashion tshirt”,“men Top qualiti tshirt”,“Payp”｝で
ある。各セグメントの最後の単語が要素に指定されたセットは、｛“tshirt”, “tshirt
”,“tshirt”,“tshirt”,“Payp”｝である。反復単語を除去した後のセットは、｛“P
ayp”｝のみを含む。したがって、各セグメント内の最後の単語で構成されたセットにお
いて、セット内の（反復単語を含む）総単語数に対する、反復単語を除去した後の単語数
の比は、１／５である。
【００５６】
　いくつかの実施形態において、上のａ）、ｂ）、および、ｃ）に記載したセグメント分
割方法の内の１または複数、ならびに、それらに対応する比の計算方法が用いられる。計
算結果の精度を高めるために、セグメント分割方法ａ）、ｂ）、および、ｃ）の組み合わ
せを実施してもよい。
【００５７】
６．商品タイトルが、事前設定されたルールに基づいてセグメントに分割された後の各セ
グメントの分散
【００５８】
　コンマに基づく分割の別の例を用いると、商品タイトルがコンマの位置に基づいてセグ
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メントに分割された後、各セグメントは、セグメント長（すなわち、セグメントが含む単
語数）に関連付けられる。一般に、商品タイトルから得られたこれらのセグメントのセッ
トについて、セット内でのセグメント長の分散が小さいほど、商品タイトルに含まれる単
語が乱雑である可能性が高くなる。
【００５９】
　例えば、商品タイトル「Paypal-Fashion sunglasses, ED sunglasses, CA sunglasses,
 Brand name sunglasses, designer sunglasses」が語幹抽出とコンマに基づく分割を受
けた後、結果として得られるセグメントセットは、｛“Paypal-Fashion sunglass”,“ED
 sunglass”,“CA sunglass”,“Brand nam sunglass”,“design sunglass”｝である。
セグメントに対応する長さのセットは、｛２，２，２，３，２｝であり、セグメント長の
分散は０．２である。
【００６０】
　第２に、商品タイトルの構文的特性属性が、商品情報から取得される。この処理は、最
初に、商品タイトルの品詞タグ付け、すなわち、商品タイトルに含まれる各単語を、対応
する品詞（名詞、動詞、形容詞、または、副詞など）でタグ付けすることを含む。品詞の
カテゴリは比較的少数である（例えば、ペン・ツリーバンクは、３６の品詞を定義してい
る）。したがって、品詞特性に基づく特徴の方が語彙特性に基づく特徴よりも一般化しや
すいため、この技術的スキームの適用範囲を広く解釈できる。いくつかの実施形態におい
て、一般化のレベルをさらに高めるために、品詞の上位カテゴリが定義される。いくつか
の実施形態において、品詞の上位カテゴリは、以下のカテゴリで品詞を規定する。名詞（
Ｎ）、動詞（Ｖ）、形容詞（ＪＪ）、副詞（ＡＤＶ）、前置詞（ＴＯ）、数詞（ＤＴ）。
上記の構文的特性属性の説明に関連して、構文的特性属性に対応する値の例は、以下の内
の１または複数を含みうるが、それらに限定されない。
【００６１】
１．商品タイトルの単語の総品詞数に対する、反復品詞の除去後に商品タイトルに含まれ
る単語の品詞数の比
【００６２】
　一般に、商品タイトルの単語の総品詞数に対する、反復品詞の除去後に商品タイトルに
含まれる単語の品詞数の比が小さいほど、商品タイトルに含まれる単語が乱雑である可能
性が高くなる。
【００６３】
　例えば、商品タイトルが「100% Original Asus P6T7 WS SuperComputer Motherboard,A
SUS Motherboard, Computer Motherboard,Computer Mainboard, Motherboard」であると
仮定すると、対応する品詞は、「DT JJ N DT N N N,N N,N N,N N,N」になる。反復する品
詞を除去すると、品詞のセットは、｛“DT”,“JJ”,“N”｝となる。したがって、商品
タイトル内の単語の総品詞数に対する、反復品詞を除去した後の品詞数の比は、３／１４
である。
【００６４】
２．名詞の総単語数に対する、反復単語を除去した後の商品タイトル内の名詞の単語数の
比
【００６５】
　電子商取引の分野において、商品タイトル内の名詞は、より重要な商品情報を記述する
ため、より豊富な情報を含む傾向がある。一般に、商品名（例えば、製品名）は名詞であ
る。したがって、一般に、名詞の総数に対する、商品タイトルから反復単語を除去した後
の名詞の数の比が小さいほど、商品タイトルに含まれる単語が乱雑である可能性が高くな
る。
【００６６】
　例えば、商品タイトル「100% Original Asus P6T7 WS SuperComputer Motherboard,ASU
S Motherboard, Computer Motherboard,Computer Mainboard, Motherboard」において、
名詞は、「Asus WS SuperComputer Motherboard ASUS Motherboard Computer Motherboar
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d Computer Mainboard Motherboard」であり、反復する単語を除去した後の名詞のセット
は、｛“Asus”,“WS”,“SuperComputer”,“Motherboard,“Mainboard”｝である。し
たがって、商品タイトル内の総名詞数に対する、反復単語の除去後の名詞数の比は、５／
１１である。
【００６７】
３．最頻出品詞の出現回数
【００６８】
　句読点のない乱雑な商品タイトルの特定を改善するために、いくつかの実施形態では、
１つの品詞が連続して（すなわち、バイグラムとして）出現する頻度が考慮される。一般
に、品詞の連続の頻度が高いほど、商品タイトルに含まれる単語が乱雑である可能性が高
くなる。
【００６９】
　例えば、商品タイトル「Power Amplifier Audio Amplifier Professional Power Ampli
fier Karaoke Amplifier Pa Pro Amplifier」について、対応する品詞列は「JJ N JJ N J
J N N N N N N N」であり、そこから抽出されたバイグラム品詞のセットは、｛“JJ N”,
“N JJ”,“JJ N”,“N JJ”,“JJ N”,“N N”,“N N”,“N N”,“N N”,“N N”,“N 
N”｝であり、最も頻繁に（７回）出現するバイグラム配列は、“Ｎ　Ｎ”である。
【００７０】
４．事前設定されたルールに基づいて商品情報がセグメント（例えば、商品情報の単語／
句のサブセット）に分割された後に各セグメント内の１または複数の特定の位置にある単
語に対応する品詞を含むセット内の総品詞数に対する、反復単語を除去した後の品詞数の
比
【００７１】
　いくつかの実施形態において、事前設定されたルールに基づいた商品情報のセグメント
への分割は、以下を含むがそれらに限定されない。商品情報（例えば、商品タイトルなど
）を商品タイトル内のコンマの位置に基づいてセグメントに分割すること、および／また
は、商品タイトルにおける最頻出単語の位置に基づいて商品タイトルを分割すること。
【００７２】
　一般に、商品タイトルがセグメントに分割された後、各セグメント内の最後の２つの単
語（バイグラム）に対応する品詞が、セットの要素として指定される。このセットにおい
て、セット内のバイグラム品詞の総数に対する、反復品詞を除去した後のバイグラム品詞
の数の比が小さいほど、商品タイトルに含まれる単語が乱雑である可能性が高くなる。
【００７３】
　例えば、商品タイトルが「100% Original Asus P6T7 WS SuperComputer Motherboard, 
ASUS Motherboard, Computer Motherboard, Computer Mainboard, Motherboard」である
と仮定すると、各セグメント内の最後の２つの単語の品詞からなるセットは、｛“N N”,
“N N”,“N N”,“N”｝である。（最後のセグメントが１単語しか含まないため、その
バイグラム品詞配列は、“Ｎ”である）。反復単語の除去後、セットは、｛“N N”,“N
”｝となる。したがって、反復品詞を除去した後のバイグラム品詞と、セット内のバイグ
ラム品詞の総数との比は、２／４である。
【００７４】
　図５は、商品情報を解析するための処理の一実施形態を示すフローチャートである。い
くつかの実施形態では、処理５００は、少なくとも部分的にシステム２００を用いること
によって実施されうる。
【００７５】
　工程５０２：ユーザによって入力された商品情報が受信される。
【００７６】
　いくつかの実施形態において、商品情報は、電子商取引ウェブサイトでユーザ（例えば
、アカウントを持つ個人）によって入力される。いくつかの実施形態において、１または
複数のユーザは、電子商取引ウェブサイトのウェブページで製品を宣伝することよって電
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子商取引ウェブサイトで製品を販売することができる。例えば、各ユーザは、電子商取引
ウェブサイトに１または複数のウェブページを持つことができ、そこで、自らが提供する
１または複数の製品を宣伝する。ユーザは、それらの製品に関する商品情報を入力して送
信することも可能であり、かかる情報は適切なウェブサイトで公開されうる。例えば、ユ
ーザは、電子商取引ウェブサイトのユーザインターフェースウェブページでユーザが販売
している製品の内の１または複数のための商品情報を送信できる。
【００７７】
　工程５０４：商品情報から１または複数の特性属性に対応する値を取得することを少な
くとも含む、商品情報の解析が実行される。１または複数の特性属性に対応する取得され
た値は、商品情報が乱雑であるか否かを判定するために用いられる。
【００７８】
　いくつかの実施形態において、特性属性は、形態的特性属性および／または構文的特性
属性を含む。
【００７９】
　いくつかの実施形態において、形態的特性属性の例は、以下の内の任意の１または複数
を含む：商品情報に含まれるコンマの数；商品情報の文の長さ；商品情報内の総単語数に
対する、反復単語の除去後の商品情報に含まれる単語数の比；商品情報における最頻出単
語の出現回数；事前設定されたルールに基づいて商品情報がセグメントに分割された後に
各セグメント内の特定の位置にある単語で構成されたセット内の総単語数に対する、反復
単語を除去した後の単語数の比；事前設定されたルールに基づいて商品情報がセグメント
に分割された後の各セグメントの分散。
【００８０】
　いくつかの実施形態において、構文的特性属性の例は、以下の内の任意の１または複数
を含む。商品情報内の単語に対応する品詞の総数に対する反復品詞の除去後に商品情報に
含まれる単語に対応する品詞の数の比、名詞の総単語数に対する反復品詞を除去した後の
商品情報内の名詞の単語数の比、最頻出品詞の出現回数、事前設定されたルールに基づい
て商品情報がセグメントに分割された後に各セグメント内の特定の位置にある単語に対応
する品詞からなるセット内の総品詞数に対する、反復品詞を除去した後の品詞数の比。
【００８１】
　工程５０６：商品情報に関連する乱雑さの信頼水準が、１または複数の特性属性に対応
する取得された値の最大エントロピ原理に少なくとも部分的に基づいて決定される。
【００８２】
　いくつかの実施形態において、取得された１または複数の特性属性の最大エントロピ原
理に少なくとも部分的に基づいて、商品情報に関連する乱雑さの信頼水準を決定する工程
は、取得された特性属性の値を最大エントロピ原理に基づいた条件付き確率モデル
【数２】

の入力情報とし、次いで、条件付き確率モデルを用いて、商品タイトルが乱雑な情報であ
る事後確率ｐ（ｙ｜ｘ）を、与えられた入力情報について計算することを含む。事後確率
ｐ（ｙ｜ｘ）は、商品情報に関連する信頼水準と見なされる。
【００８３】
　工程５０８：商品情報に関連する信頼水準が、事前設定された閾値を超えるか否かが判
定される。信頼水準が、事前設定された閾値を超えると判定された場合、商品情報の公開
を停止する旨の示唆が送信され、信頼水準が、事前設定された閾値を超えないと判定され
た場合、商品情報の公開を停止する旨の示唆は送信されない。
【００８４】
　いくつかの実施形態において、信頼水準の閾値は、システム２００のオペレータによっ
て事前に設定される。いくつかの実施形態において、信頼水準が閾値を超えた場合、商品
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情報は乱雑であると見なされ、信頼水準が閾値を超えない場合、商品情報は乱雑でないと
見なされる。信頼水準が、事前設定された閾値を超えると判定されると、商品情報の（例
えば、関連するウェブページでの）公開が停止され、いくつかの実施形態では、商品情報
の乱雑さの原因となっているキーワードを決定するために解析が行われる。いくつかの実
施形態では、キーワードが、商品情報内での最頻出単語である場合に、商品情報の乱雑さ
の主な理由と見なされる。いくつかの実施形態において、商品情報の乱雑さの主な理由と
見なされたキーワードは、（例えば、ユーザインターフェースウェブページで表示するこ
とにより）ユーザに返される。次に、ユーザは、このキーワードに関して商品情報を修正
するよう促される。例えば、ユーザは、より少ない単語を含む情報および／またはキーワ
ードの反復がより少ない情報など、新たな商品情報を送信できる。いくつかの実施形態に
おいて、ユーザは、商品情報の自動修正案を提示されてもよく、ユーザは、公開に向けて
送信するために１つを選択するか、または、公開に向けて送信すべき新たな商品情報を作
成する際にそれらを参照することができる。
【００８５】
　処理５００は、以下の実験データの例を用いてさらに説明されうる。
【００８６】
　いくつかの実施形態において、各特性属性の値は、０から１の間の値に正規化され、次
いで、正規化された値は、後の計算処理を単純化するために整数に写像される。例えば、
値「６」は、０．３（すなわち、６／２０、２０は正規化パラメータであり、正規化され
たデータの値に基づきうる）に正規化され、整数「３」に写像される。一例において、正
規化された値と整数との間の写像関係は、以下の通りである：０－＞０，（０，０．０５
］－＞１，（０．０５，０．１５］－＞２，（０．１５，０．３］－＞３，（０．３，０
．５］－＞４，（０．５，１］－＞５
【００８７】
　したがって、例えば、商品タイトルが「#24 Baseball Jersey,Baseball Jerseys,Jerse
ys,Sports Jerseys,Sport Jersey, Jersey,24# Baseball Jersey」である場合、商品タイ
トルの解析結果に基づいて取得された特性属性は、以下の値であり、上述のように、式１
で用いられる。
【００８８】
　商品タイトルに含まれるコンマの数は６であり、正規化によって０．３に変換され、次
いで、写像によって３に変換される。これは、λ1ｆ1（ｘ，ｙ）に対応しており、ここで
、λ1の仮説値は、０．０６５３１１７であり、ｆ1（ｘ，ｙ）の値は、以下の通りである
。
【数３】

【００８９】
　商品タイトルの文章の長さは２０であり、正規化によって０．２０に変換され、次いで
、写像によって整数２に変換される。これは、λ2ｆ2（ｘ，ｙ）に対応する。λ2の仮説
値は、０．８５３７８９であり、ｆ2（ｘ，ｙ）の値は、以下の通りである。
【数４】

【００９０】
　商品タイトル内の単語の総数に対する、反復単語を除去した後の商品タイトルに含まれ
る単語数の比は、４／１４であり、正規化によって０．２８に変換され、次いで、写像に
よって整数３に変換される。これは、λ3ｆ3（ｘ，ｙ）に対応する。λ3の値は、－０．
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１７７９４１であり、ｆ3（ｘ，ｙ）の値は、以下のように仮定される。
【数５】

【００９１】
　商品タイトル内の最頻出単語の出現回数は７であり、正規化によって０．３５に変換さ
れ、次いで、写像によって３に変換される。これは、λ4ｆ4（ｘ，ｙ）に対応する。λ4

の仮説値は、０．４５７７４３であり、ｆ4（ｘ，ｙ）の値は、以下の通りである。

【数６】

（事前設定されたルールに基づいて商品タイトルがセグメントに分割された後に）各セグ
メント内の特定の位置にある単語で構成されたセット内の総単語数に対する、反復単語を
除去した後の単語数の比。これは、３つの状況に分けられる。
【００９２】
　タイトルに含まれるコンマの位置に従って商品タイトルが特定の数のセグメントに分割
された後に各セグメント内の最後の単語で構成されたセット内の総単語数に対する、反復
単語の除去後の単語数の比は、１／７であり、正規化によって０．１４に変換され、次い
で、写像によって整数２に変換される。これは、λ5ｆ5（ｘ，ｙ）に対応する。λ5の仮
説値は、１．７７４３であり、ｆ5（ｘ，ｙ）の値は、以下の通りである。
【数７】

【００９３】
　（タイトルに含まれるコンマの位置に基づいて商品タイトルがセグメントに分割された
後に）各セグメント内の最後の２つの単語で構成されたセット内の総単語数に対する、反
復単語の除去後の単語数の比は、３／７であり、正規化によって０．４２に変換され、次
いで、写像によって整数４に変換される。これは、λ6ｆ6（ｘ，ｙ）に対応する。
【００９４】
　λ6の仮説値は、－０．２４３３２であり、ｆ6（ｘ，ｙ）の値は、以下の通りである。
【数８】

【００９５】
　（タイトルに含まれる最頻出単語に基づいて商品タイトルがセグメントに分割された後
に）各セグメント内の最後の単語で構成されたセット内の総単語数に対する、反復単語の
除去後の単語数の比は、２／７であり、正規化によって０．２９に変換され、次いで、写
像によって整数３に変換される。これは、λ7ｆ7（ｘ，ｙ）に対応する。λ7の仮説値は
、０．４１０２２７であり、ｆ7（ｘ，ｙ）の値は、以下の通りである。

【数９】

【００９６】
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　商品タイトルが、事前設定されたルールに基づいてセグメントに分割された後、各セグ
メントの分散は０．２８であり、２に写像される。これは、λ8ｆ8（ｘ，ｙ）に対応する
。λ8の仮説値は、－０．１８８５５４であり、ｆ8（ｘ，ｙ）の値は、以下の通りである
。
【数１０】

【００９７】
　商品タイトル内の単語に対応する品詞の総数に対する、反復品詞の除去後に商品タイト
ルに含まれる単語に対応する品詞の数の比は、２／１４であり、正規化によって０．１４
に変換され、次いで、写像によって整数２に変換される。これは、λ9ｆ9（ｘ，ｙ）に対
応する。λ9の仮説値は、－０．０３９７７２４であり、ｆ9（ｘ，ｙ）の値は、以下の通
りである。

【数１１】

【００９８】
　名詞である単語の総数に対する、反復品詞の除去後の商品タイトル内の名詞の単語数の
比は、３／１５であり、正規化によって０．２に変換され、次いで、写像によって整数２
に変換される。これは、λ9ｆ9（ｘ，ｙ）に対応する。λ10の仮説値は、０．３０５９６
９であり、ｆ10（ｘ，ｙ）の値は、以下の通りである。

【数１２】

【００９９】
　最頻出品詞の出現回数は１２であり、正規化によって０．６に変換され、次いで、写像
によって整数６に変換される。これは、λ11ｆ11（ｘ，ｙ）に対応する。λ11の仮説値は
、０．１０５７２９であり、ｆ11（ｘ，ｙ）の値は、以下の通りである。

【数１３】

【０１００】
　（商品情報がセグメントに分割された後に）各セグメント内の特定の位置にある品詞で
構成されたセット内の品詞の総数に対する、反復品詞の除去後の品詞数の比は、２／７で
あり、正規化によって０．２８に変換され、次いで、写像によって整数３に変換される。
これは、λ12ｆ12（ｘ，ｙ）に対応する。λ12の仮説値は、－０．１７４３３３であり、
ｆ12（ｘ，ｙ）の値は、以下の通りである。

【数１４】

【０１０１】
　式１に与えられた入力情報として上述の特性属性に基づくと、事後確率ｐ（ｙ｜ｘ）は
０．９８９２７１であり、仮説閾値は０．７である。信頼水準として機能する事後確率は
、閾値を超えている。したがって、ユーザによって入力された商品タイトルに含まれる単
語は乱雑であり、公開を停止すべきであると判定される。特性属性の利用に関する上述の
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説明は、一例にすぎず、特性属性の任意のサブセットを用いて、商品情報の信頼水準（例
えば、事後確率）を計算することができる。
【０１０２】
　当業者は、本願の精神および範囲から逸脱することなく、開示された実施形態を変形お
よび変更することができる。したがって、本願のこれらの変形例および変更例が、特許請
求の範囲および等価の技術の範囲内にある場合、本願は、これらの変形例および変更例を
も網羅するものである。
【０１０３】
　上述の実施形態は、理解しやすいようにいくぶん詳しく説明されているが、本発明は、
提供された詳細事項に限定されるものではない。本発明を実施する多くの代替方法が存在
する。開示された実施形態は、例示であり、限定を意図するものではない。
　適用例１：商品情報を解析する方法であって、ユーザによって入力された商品情報を受
信し、前記商品情報から１または複数の特性属性に対応する値を取得することを少なくと
も含む、前記商品情報の解析を実行し、１または複数の特性属性に対応する前記値は、前
記商品情報が乱雑であるか否かを判定するために用いられ、１または複数の特性属性に対
応する前記取得された値に少なくとも部分的に基づいて、前記商品情報に関連する乱雑さ
の信頼水準を決定し、前記商品情報に関連する前記乱雑さの信頼水準が、事前設定された
閾値を超えるか否かを判定し、前記乱雑さの信頼水準が前記事前設定された閾値を超えた
場合には、前記商品情報の公開を停止する旨の示唆を送信し、前記乱雑さの信頼水準が前
記事前設定された閾値を超えていない場合には、前記商品情報の公開を停止する旨の示唆
を送信しない、こと、を備える、方法。
　適用例２：適用例１に記載の方法であって、前記商品情報は、電子商取引ウェブサイト
に関連して受信される、方法。
　適用例３：適用例１に記載の方法であって、前記商品情報は、商品タイトル、商品説明
情報、商品紹介情報、商品レビュー、および、商品の製品仕様の内の１または複数を含む
、方法。
　適用例４：適用例１に記載の方法であって、１または複数の特性属性に対応する前記取
得された値に少なくとも部分的に基づいて、前記商品情報に関連する乱雑さの信頼水準を
決定することは、１または複数の特性属性に対応する前記取得された値を条件付き確率モ
デルに入力し、１または複数の特性属性に対応する前記取得された値と、前記条件付き確
率モデルとを少なくとも用いて、前記商品情報が乱雑である可能性に関連する事後確率を
計算すること、を含み、前記乱雑さの信頼水準は、前記事後確率を含む、方法。
　適用例５：適用例１に記載の方法であって、前記１または複数の特性属性は、少なくと
も１つの形態的特性属性を含む、方法。
　適用例６：適用例５に記載の方法であって、前記少なくとも１つの形態的特性属性は、
前記商品情報に含まれるコンマの数、前記商品情報の文の長さ、前記商品情報内の総単語
数に対する反復単語の除去後の前記商品情報に含まれる単語数の比、前記商品情報におけ
る最頻出単語の出現回数、事前設定されたルールに基づいて前記商品情報がセグメントに
分割された後に各セグメント内の特定の位置にある単語で構成されたセット内の総単語数
に対する反復単語の除去後の単語数の比、事前設定されたルールに基づいて前記商品情報
がセグメントに分割された後の各セグメントの分散、の内の１または複数を含む、方法。
　適用例７：適用例１に記載の方法であって、前記１または複数の特性属性は、少なくと
も１つの構文的特性属性を含む、方法。
　適用例８：適用例７に記載の方法であって、前記少なくとも１つの構文的特性属性は、
前記商品情報内の単語に対応する品詞の総数に対する反復品詞の除去後の前記商品情報に
含まれる単語に対応する品詞の数の比、名詞の総単語数に対する反復単語を除去した後の
前記商品情報内の名詞の単語数の比、最頻出品詞の出現回数、事前設定されたルールに基
づいて前記商品情報がセグメントに分割された後に各セグメント内の特定の位置にある単
語に対応する品詞で構成されたセット内の総品詞数に対する、反復品詞を除去した後の品
詞数の比、の内の１または複数を含む、方法。
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　適用例９：適用例６に記載の方法であって、さらに、事前設定されたルールに基づいて
前記商品情報をセグメントに分割することを備え、前記ルールは、前記商品情報内のコン
マの位置に基づいて前記商品情報を分割して、前記商品情報に含まれる単語のサブセット
を含む１または複数のセグメントを形成すること、および／または、前記商品情報におけ
る最頻出単語の位置に基づいて前記商品情報を分割して、１または複数のセグメントを形
成することを含む、方法。
　適用例１０：適用例８に記載の方法であって、さらに、事前設定されたルールに基づい
て前記商品情報をセグメントに分割することを備え、前記ルールは、前記商品情報内のコ
ンマの位置に基づいて前記商品情報を分割して、前記商品情報に含まれる単語のサブセッ
トを含む１または複数のセグメントを形成すること、および／または、前記商品情報にお
ける最頻出単語の位置に基づいて前記商品情報を分割して、１または複数のセグメントを
形成することを含む、方法。
　適用例１１：適用例１に記載の方法であって、前記乱雑さの信頼水準が前記事前設定さ
れた閾値を超えた場合に、前記商品情報が乱雑な商品情報を含むと判定することを備える
、方法。
　適用例１２：適用例１１に記載の方法であって、前記乱雑さの信頼水準が前記事前設定
された閾値を超えた場合に、前記商品情報に関連する乱雑さを引き起こした可能性のある
前記商品情報のキーワードを決定し、前記ユーザによってアクセス可能なインターフェー
ス要素を介して前記キーワードに関する示唆を提示すること、をさらに備える、方法。
　適用例１３：適用例１２に記載の方法であって、さらに、前記インターフェース要素を
介して前記商品情報への修正を入力することを前記ユーザに促すことを備える、方法。
　適用例１４：商品情報を解析するためのシステムであって、プロセッサであって、ユー
ザによって入力された商品情報を受信し、前記商品情報から１または複数の特性属性に対
応する値を取得することを少なくとも含む、前記商品情報の解析を実行し、１または複数
の特性属性に対応する前記値は、前記商品情報が乱雑であるか否かを判定するために用い
られ、１または複数の特性属性に対応する前記取得された値に少なくとも部分的に基づい
て、前記商品情報に関連する乱雑さの信頼水準を決定し、前記商品情報に関連する前記乱
雑さの信頼水準が、事前設定された閾値を超えるか否かを判定し、前記乱雑さの信頼水準
が前記事前設定された閾値を超えた場合には、前記商品情報の公開を停止する旨の示唆を
送信し、前記乱雑さの信頼水準が前記事前設定された閾値を超えていない場合には、前記
商品情報の公開を停止する旨の示唆を送信しないように構成されているプロセッサと、前
記プロセッサに接続され、前記プロセッサに命令を提供するよう構成されているメモリと
、を備える、システム。
　適用例１５：適用例１４に記載のシステムであって、前記商品情報は、電子商取引ウェ
ブサイトに関連して受信される、システム。
　適用例１６：適用例１４に記載のシステムであって、前記商品情報は、商品タイトル、
商品説明情報、商品紹介情報、商品レビュー、および、商品の製品仕様の内の１または複
数を含む、システム。
　適用例１７：適用例１４に記載のシステムであって、１または複数の特性属性に対応す
る前記取得された値に少なくとも部分的に基づいて、前記商品情報に関連する乱雑さの信
頼水準を決定するように構成されている前記プロセッサは、１または複数の特性属性に対
応する前記取得された値を条件付き確率モデルに入力し、１または複数の特性属性に対応
する前記取得された値と、前記条件付き確率モデルとを少なくとも用いて、前記商品情報
が乱雑である可能性に関連する事後確率を計算するように構成されているプロセッサを含
み、前記乱雑さの信頼水準は、前記事後確率を含む、システム。
　適用例１８：適用例１４に記載のシステムであって、前記１または複数の特性属性は、
少なくとも１つの形態的特性属性を含む、システム。
　適用例１９：適用例１４に記載のシステムであって、前記１または複数の特性属性は、
少なくとも１つの構文的特性属性を含む、システム。
　適用例２０：適用例１４に記載のシステムであって、前記乱雑さの信頼水準が前記事前
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むと判定するように構成されている、システム。
　適用例２１：適用例２０に記載のシステムであって、前記乱雑さの信頼水準が前記事前
設定された閾値を超えた場合に、前記プロセッサは、さらに、前記商品情報に関連する乱
雑さを引き起こした可能性のある前記商品情報のキーワードを決定し、前記ユーザによっ
てアクセス可能なインターフェース要素を介して前記キーワードに関する示唆を提示する
ように構成されている、システム。
　適用例２２：適用例２１に記載のシステムであって、前記プロセッサは、さらに、前記
インターフェース要素を介して前記商品情報への修正を入力することを前記ユーザに促す
ように構成されている、システム。
　適用例２３：商品情報を解析するためのコンピュータプログラム製品であって、前記コ
ンピュータプログラム製品は、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体内に具現化され、ユ
ーザによって入力された商品情報を受信するためのコンピュータ命令と、前記商品情報か
ら１または複数の特性属性に対応する値を取得することを少なくとも含む、前記商品情報
の解析を実行するためのコンピュータ命令と、１または複数の特性属性に対応する前記値
は、前記商品情報が乱雑であるか否かを判定するために用いられ、１または複数の特性属
性に対応する前記取得された値に少なくとも部分的に基づいて、前記商品情報に関連する
乱雑さの信頼水準を決定するためのコンピュータ命令と、前記商品情報に関連する前記乱
雑さの信頼水準が、事前設定された閾値を超えるか否かを判定するためのコンピュータ命
令と、前記乱雑さの信頼水準が前記事前設定された閾値を超えた場合に、前記商品情報の
公開を停止する旨の示唆を送信し、前記乱雑さの信頼水準が前記事前設定された閾値を超
えていない場合に、前記商品情報の公開を停止する旨の示唆を送信しないコンピュータ命
令と、を備える、コンピュータプログラム製品。

【図１】 【図２】
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